
議案第１５号 

 

   字の区域及び名称の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、字の区

域及び名称を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求める。 

なお、この字の区域及び名称の変更は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）

第１９条第２項の規程による国土調査の成果の認証の日からその効力を生ずるもの

とする。 
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